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障
害
児
施
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書

障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
い
て
、
最
も
深
刻
な
被
害
を
受
け
て
い
る
の
は
障
害
児
で
あ
り
、
障
害
児
施
設
に
暮
ら
す
児
童
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
障
害
児
に
対
し
て
、
「
契
約
制
度
」
は
な
じ
ま
な
い
。
こ
の
ゆ
ゆ
し
き
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
以
下
の

質
問
を
行
い
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

児
童
養
護
施
設
と
障
害
児
施
設
の
格
差
に
つ
い
て

�

同
じ
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
施
設
で
あ
り
な
が
ら
、
障
害
児
施
設
だ
け
に
「
親
の
責
任
、
施
設
の
判
断
」
に
子
ど
も
を

委
ね
る
契
約
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
「
家
庭
か
ら
離
さ
れ
施
設
入
所
」
と
い
う
処
遇
は
同
じ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
の
な
い
子
は
児
童
養
護
施
設
の
た
め
、
無
条
件
で
措
置
さ
れ
、
障
害
児
は
措
置
の
三
要
件
を
満
た

す
場
合
の
み
措
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
法
の
下
の
不
平
等
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

�

児
童
施
設
で
障
害
児
施
設
の
み
契
約
制
度
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
障
害
者
自
立
支
援
法
上
の
日
額
制
も
、
障
害
児
施
設

だ
け
に
適
用
さ
れ
る
。
「
一
人
親
世
帯
の
子
ど
も
が
入
院
、
親
は
仕
事
で
施
設
職
員
が
日
夜
病
院
付
き
添
い
」
等
の
ケ
ー

ス
で
も
、
日
額
制
に
よ
り
子
ど
も
の
入
院
中
、
施
設
報
酬
が
減
額
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
、
児
童
施
設
へ
の
日
額
制
適
用
は
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

一



�

契
約
制
度
に
伴
う
負
担
金
を
保
護
者
が
滞
納
す
る
ケ
ー
ス
が
、
全
国
の
障
害
児
施
設
で
起
き
て
い
る
。
負
担
金
滞
納
は

契
約
不
履
行
、
契
約
能
力
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
未
収
金
の
徴
収
は
施
設
の
責
任
な
の
か
。
障
害
児

施
設
に
契
約
制
度
を
導
入
し
た
国
、
保
護
者
に
契
約
能
力
あ
り
と
判
断
し
た
都
道
府
県
に
、
未
収
金
の
補
填
等
の
責
任
は

な
い
の
か
。

二

児
童
福
祉
法
上
の
「
国
・
地
方
自
治
体
の
責
務
」
に
つ
い
て

�

障
害
児
の
措
置
・
契
約
を
決
定
す
る
前
に
、
児
童
相
談
所
が
行
う
家
庭
訪
問
等
の
実
態
調
査
は
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
の
か
。
も
し
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
か
。

�

�
に
お
い
て
、
「
契
約
」
と
判
断
し
た
児
童
相
談
所
の
決
定
が
適
正
か
否
か
を
検
証
す
る
機
関
が
、
都
道
府
県
に
設
置

さ
れ
て
い
る
の
か
。
設
置
義
務
が
な
い
な
ら
ば
な
ぜ
な
の
か
。

�

措
置
児
の
場
合
、
施
設
入
所
前
も
入
所
後
も
、
継
続
的
に
児
童
相
談
所
の
福
祉
司
が
子
ど
も
本
人
や
家
族
を
ケ
ー
ス

ワ
ー
ク
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
児
に
は
継
続
的
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
義
務
が
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
子
ど
も
へ
の
公

的
責
任
の
放
棄
で
は
な
い
の
か
。

�

措
置
児
と
異
な
り
、
契
約
児
が
一
時
帰
宅
や
退
所
す
る
際
、
帰
宅
や
退
所
は
子
ど
も
の
福
祉
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
っ

二



て
も
、
施
設
側
は
保
護
者
の
希
望
を
拒
否
で
き
な
い
。
児
童
相
談
所
に
子
ど
も
の
帰
宅
・
退
所
が
妥
当
か
否
か
検
証
す
る

義
務
が
あ
る
の
か
。
義
務
が
な
い
な
ら
ば
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
障
害
児
の
み
、
児
童
相
談
所
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
等
が
な
い
の

は
、
障
害
児
に
対
す
る
公
的
責
任
の
放
棄
に
当
た
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

�

一
割
負
担
の
み
な
ら
ず
、
教
育
・
医
療
・
日
常
生
活
費
も
、
全
額
公
費
の
措
置
児
に
対
し
契
約
児
は
自
己
負
担
す
る
。

こ
れ
は
、
家
庭
か
ら
分
離
さ
れ
た
子
に
適
切
な
教
育
・
医
療
・
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
児
童
福
祉
法
違
反
に

当
た
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
一
割
負
担
に
つ
い
て
も
、
障
害
児
支
援
は
可
能
な
限
り
無
償
で
あ
る
べ
き
で
、
障
害
児

は
障
害
の
な
い
子
に
比
べ
特
別
な
配
慮
が
必
要
と
定
め
た
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
違
反
で
は
な
い
の
か
。

�

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
施
設
入
所
と
同
時
に
打
ち
切
ら
れ
る
。
契
約
児
は
施
設
入
所
後
も
教
育
・
医
療
・
日
常
生
活
費

を
自
己
負
担
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
当
打
ち
切
り
の
み
措
置
児
と
「
平
等
」
に
適
用
す
る
の
は
、
不
平
等
で
あ
る
と

考
え
る
が
い
か
が
か
。

�

施
設
内
事
故
、
施
設
内
虐
待
が
起
き
た
際
、
措
置
児
は
都
道
府
県
の
責
任
が
過
去
の
判
例
で
認
定
さ
れ
て
い
る
。
契
約

児
が
こ
う
し
た
施
設
内
事
故
・
虐
待
に
遭
っ
た
場
合
の
責
任
は
、
施
設
の
み
が
負
う
の
か
。
も
し
く
は
都
道
府
県
も
措
置

児
の
場
合
と
等
し
く
負
う
の
か
。

三



三

障
害
児
へ
の
契
約
制
度
導
入
の
影
響

�

す
べ
て
の
障
害
児
施
設
を
対
象
に
し
た
、
都
道
府
県
別
の
措
置
率
・
契
約
率
の
調
査
デ
ー
タ
、
す
べ
て
の
障
害
児
施
設

を
対
象
に
し
た
、
不
適
切
な
契
約
制
度
の
適
用
事
例
に
つ
い
て
聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
デ
ー
タ
、
す
べ
て
の
障
害

児
施
設
を
対
象
に
し
た
、
自
立
支
援
法
施
行
後
に
経
済
的
理
由
で
施
設
利
用
を
や
め
た
契
約
児
数
の
調
査
デ
ー
タ
。
こ
れ

ら
三
つ
の
デ
ー
タ
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
の
か
。
ま
た
、
調
査
デ
ー
タ
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
す
る
予
定
は
あ
る
の

か
。

�

す
べ
て
の
障
害
児
施
設
を
対
象
に
し
た
、
自
立
支
援
法
施
行
後
に
「
一
割
負
担
・
医
療
・
教
育
費
・
日
常
生
活
費
な
ど

施
設
負
担
」
を
、
「
一
〜
三
カ
月
未
満
」
「
三
カ
月
以
上
」
滞
納
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
滞
納
総

額
、
滞
納
世
帯
の
児
童
数
等
、
滞
納
に
つ
い
て
調
査
デ
ー
タ
は
あ
る
の
か
。
な
い
な
ら
ば
、
調
査
す
る
予
定
は
あ
る
の

か
。

�

措
置
児
の
場
合
、
契
約
児
と
異
な
り
応
能
負
担
の
措
置
費
を
都
道
府
県
に
支
払
う
が
、
保
護
者
が
滞
納
し
て
も
子
ど
も

は
施
設
利
用
を
継
続
で
き
る
。
都
道
府
県
別
の
措
置
費
の
滞
納
率
・
滞
納
金
額
は
い
く
ら
か
。

�

契
約
制
度
導
入
に
よ
り
、
障
害
児
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
、
ど

四



の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
の
か
。
契
約
制
度
導
入
は
、
良
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
の
か
、
悪
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る

の
か
。

�

契
約
制
度
導
入
に
よ
り
、
障
害
児
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
良
い
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
悪
い
影

響
が
あ
っ
た
の
か
。

四

知
的
・
精
神
障
害
者
の
成
年
後
見
人
の
普
及
率
は
何
％
か
。

右
質
問
す
る
。

五


